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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年１月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

 委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１０月２日 １４時５０分ごろ 

発生場所 長崎県西海
さいかい

市瀬戸港南方沖 

頭
かしら

島
しま

南
みなみ

灯台から真方位３３８°１,４５０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５５.６′ 東経１２９°３７.９′） 

事故の概要 漁船猛光
もうこう

丸は、北進中、また、漁船あやねは、漂泊中、両船が衝突

した。 

あやねは、船長が負傷し、右舷外板の擦過傷等を生じ、また、猛光

丸は、右舷外板等に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１０月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 猛光丸、５.３トン 

ＮＳ２－９８４２（漁船登録番号）、個人所有 

１３.３８ｍ（Lr）×２.９８ｍ×０.８９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、昭和５３年６月３０日 

Ｂ 漁船 あやね、０.４トン 

ＮＳ３－４０３９１１（漁船登録番号）、個人所有 

５.０９ｍ（Lr）×１.５８ｍ×０.５９ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、３０kＷ（動力漁船登録票による）、

平成９年２月２８日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５０年６月６日 

免許証交付日 平成２６年８月２９日 

          （平成３２年２月７日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ５１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成４年４月１６日 

免許証交付日 平成２８年８月１６日 

          （平成３４年４月１５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８３歳 
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一級小型船舶操縦士・特殊小型操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５０年６月６日 

免許証交付日 平成２８年８月１６日 

          （平成３３年８月１５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし  

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷外板及び船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷外板に擦過傷、船首部のかんぬきに折損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、たちうお
．．．．

曳
ひき

縄漁の目的

で、平成３０年１０月２日０５時００分ごろ長崎県長崎市母子
は こ

島南方

沖の漁場に向けて瀬戸港を出港した。 

Ａ船は、０６時００分ごろ、漁場に到着して操業を始め、１４時０

０分ごろ操業を終えて帰途についた。 

Ａ船は、船長Ａが、操舵室で立って操船に当たり、ノースアップ表

示で０.７５海里（Ｍ）レンジに設定したレーダー及び船首方を漫然

と見ながら、約１０ノットの対地速力で自動操舵により瀬戸港南方沖

を北進中、瀬戸港に近づいたので、操舵室内左舷側下方の壁に取り付

けている無線機の電源を切ろうとして舵輪の下にしゃがみ込んだとこ

ろ、１４時５０分ごろ衝撃を受け、機関を中立運転とした。 

船長Ａは、Ｂ船と衝突したことに気付き、Ａ船を旋回させてＢ船に

着けた。 

甲板員Ａは、船長Ｂに声をかけ、Ｂ船の船体の損傷状況等を確認し

て船長Ｂが頭部に負傷していることを認め、携帯電話で両船が所属す

る漁業協同組合に救助を要請した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、いか
．．

一本釣り漁の目的で、１３

時３０分ごろ瀬戸港南方沖の漁場に向けて瀬戸港を出港した。 

Ｂ船は、１３時４０分ごろ、漁場に到着し、船首を南方に向け、船

外機を停止して船尾からパラシュート型シーアンカー（以下「本件シ

ーアンカー」という。）を投入して漂泊を開始した。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用して船体中央部右舷側の物入れに右舷方

を向いて腰を掛け、船尾方の釣り具をあおりながら自身の右側に置い

た魚群探知機を見たりし、操業に意識を集中していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、漁場を移動することとし、船外機を始動して本

件シーアンカーを収納しようと立ち上がって周囲を見たところ、Ａ船

がＢ船の船首方至近に迫っていることに気付き、右舷船尾部のシート

に腰を掛けて全速力前進として左舵を取り、左回頭を始めたものの、

Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、右舷側の手すりにしがみついて落水をしのいだ後、携帯
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電話で家族に本事故の発生を連絡した。 

船長Ｂは、船長Ｂの家族から連絡を受けて来援した両船の所属する

漁業協同組合の漁船に移乗して瀬戸港に戻った後、同漁業協同組合が

手配した救急車で病院に搬送されて右
みぎ

肘頭
ちゅうとう

骨折及び前額部創傷と診

断された。 

Ｂ船は、Ａ船にえい
．．

航されて瀬戸港に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照）  

 その他の事項 船長Ａは、約６０年間の漁業経験があり、本事故発生場所付近の海

域を航行した経験が豊富で本事故発生当日が平日であり、ふだん、同

海域には、休日及び祭日でなければ釣り船などがいなかったので、他

の船舶がいないと思って航行していた。 

甲板員Ａは、船首部の甲板で作業をしており、本事故発生までＢ船

に気付いていなかった。 

船長Ｂは、約７０年間の漁業経験があり、本事故発生場所付近の海

域を航行した経験が豊富であった。 

船長Ｂの経験では、ふだん、瀬戸港南方沖でＢ船が漂泊して操業

中、航行する他の船舶がＢ船を避けて航行していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、瀬戸港南方沖を北進中、船長Ａが、瀬戸港南方沖付近に他

の船舶がいないと思い、船首方の見張りを適切に行わずに航行を続け

たことから、前路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと

考えられる。 

船長Ａは、本事故発生当日が平日であり、ふだん、瀬戸港南方沖付

近には、休日及び祭日でなければ釣り船などがいることがなかったこ

とから、他の船舶がいないと思ったものと考えられる。 

Ｂ船は、瀬戸港南方沖において漂泊中、船長Ｂが、他の船舶がＢ船

を避けてくれると思い、周囲の見張りを行っていなかったことから、

Ａ船がＢ船の船首方至近に迫っていることに気付き、衝突を避けるた

めの動作を行ったものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、瀬戸港南方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が漂泊中、

船長Ａが、平日で付近に他の船舶がいないと思い、船首方の見張りを

適切に行わずに航行を続け、また、船長Ｂが、他の船舶がＢ船を避け

てくれると思い、周囲の見張りを行っていなかったため、両船が衝突

したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 
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 ・航行中、慣れた海域であっても常に緊張感を持って見張りを行う

こと。 

・漂泊中においても、他の船舶が避けてくれると思い込まず、常時

適切な見張りを行うこと。 

・事故発生の際は、直ちに海上保安庁に通報すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀県 

福岡県 

長崎県 

長崎県西海市 

瀬戸港 

母子島 

Ｂ船（漂泊中） 

事故発生場所 

（平成３０年１０月２日 

１４時５０分ごろ発生） 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右舷船尾部のシート 

右舷側の物入れ 

魚群探知機を置いていた場所 

右舷側の手すり 


